
庁 議
日時： 1１月2６日（火）PＭ１：３０ ＜庁議室＞

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【市長挨拶】

【報告事項】

1. 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 都市政策部長

【連絡事項】

1. 庁達について 企画部長

2. 令和６年度ＩＳＯ９００１定期審査について 企画部長

3. 令和７年度１％まちづくり事業の募集及び１％まちづくり会議の 地域振興部長

委員募集について

4. 令和６年度 太田市社会福祉大会開催について 福祉こども部長

5. 太田市養護老人ホーム民営化運営法人の辞退について 福祉こども部長

6. 地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）の策定について 農政部長

7. 令和７年太田市消防出初め式について 消防長

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◆ 次回庁議予定 ◆１2月１１日（水）ＡＭ９：００～＜庁議室＞案件名報告：１１月29日（金）PM5:00

資料提出：12月 4日（水）PM5:00



１１月 ２６日 庁議提出案件 資料No.１
●内 容 【 2.報告事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

都市政策部長 氏名 田村 克弘 内線（TEL）２８００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について

【 目 的 】

市道において発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報告す

るものです。

【 概 要 】

１ 別紙市道において発生した事故による損害賠償表のとおり

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと

を相互に確認する。

３ 損害賠償の支払い 三井住友海上火災保険株式会社道路賠償責任保険にて対応しました。

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和６年１２月委員会協議会あてに

報告します。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 管理係 内線 2711 ４７－１８３５ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１ 市道において発生した事故による損害賠償表

専決処分日
損害賠償額

(損害額)

市過失

割合 事故概要

１ 令和6年10月11日 535,000円

(535,000円)

10割

令和６年７月１７日、太田市世良田町３１１５

番先の市道において、相手方の従業員が運転す

る相手方所有のワゴン車が当該市道上の石畳を

通過した際、当該石畳の敷石が破損し跳ね上が

り、当該ワゴン車の底部にあるバンパー及びマ

フラー等が損傷したことにより、相手方に損害

が生じたものである。

２ 令和6年11月8日 24,976円

(24,976円)

10割

令和５年１１月６日、太田市東金井町７７４番

４先の市道において、相手方の親族が相手方の

所有する乗用車を運転し、勤務先の敷地に進入

したところ、老朽化していた側溝蓋が割れて当

該乗用車の左前輪タイヤが損傷したことによ

り、相手方に損害が生じたものである。

３ 令和6年11月8日 6,785円

(13,570円)

5割

令和６年９月２９日、太田市只上町２３２８番

１先の市道において、相手方の親族が運転する

相手方所有の乗用車が西進中に、四差路を左折

するため側溝を通過したところ、陥没した側溝

蓋と道路との間に生じていた段差に接触し、当

該乗用車の左前輪タイヤが損傷したことによ

り、相手方に損害が生じたものである。

合

計

566,761円

(573,546円)



 １１月２６日 庁議提出案件            資料No.１   
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 3.その他（庁議終了後） 】 

 

               企画部長 氏名 高橋 亮  内線２２００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

庁達について 

 

 

【 目 的 】 

  年末年始を迎えるにあたり、職員に全体の奉仕者としての自覚を促し、綱紀粛正及び服務 

規律の確保を図るため庁達を発するものです。 

  

 

【 概 要 】 

 １ 庁達の内容 

 （１）服務規律を確保すること 

 （２）交通法規遵守（飲酒運転の禁止）及び交通事故防止のこと 

 （３）公金等の管理に万全を期すること 

 （４）健康管理に努めること 

 

 ２ 庁達文 

   次ページのとおり 

  

 ３ 示達日 

   令和６年１２月２日 

 

４ 周知方法 

   １２月２日に公開羅針盤Ｖ４掲示板に掲載するとともに、所属長から直接口頭にて職員

に周知する。 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先  企画部人事課人事係  内線２２３１  ４７－１８１０ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１１ 月 ２６ 日 庁議提出案件 資料No.2
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 1.庁議後 】

企画部長 氏名 高橋 亮 内線（TEL）2200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和６年度ＩＳＯ９００１定期審査について

【 目 的 】

ＩＳＯ９００１定期審査を控え、全庁的な協力体制をお願いするとともに、受審にあたって

の主なポイントを共有することを目的とします。

【 概 要 】

１ ＩＳＯ審査日程

令和６年１２月１７日（火）～１９日（木）

２ 審査対象部局

９部局２８部門（別紙審査スケジュール参照）

３ 審査ポイント

①業務におけるリスクへの対応状況

②事務事業（プロセスシート）における目標設定と事業の進捗状況及び成果

③教育・訓練の状況（職場研修を含む力量の確認）

④事業実施時の計画、設計、見直しの状況

⑤外部発注のプロセス、監視・点検

⑥市民ニーズ・苦情等の分析及び対応状況

⑦改善活動の状況（事務改善や未然防止策等の状況）

⑧施設管理等の状況（法定点検等の実施状況）

４ 審査対応

①オープニングミーティング１２月１７日（火）午前９時１０分本庁舎３階大会議室

②クロージングミーティング１２月１９日（木）午後４時（予定）本庁舎３階大会議室

※審査対象課各課1名の参加をお願いします。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 企画部企画政策課企画政策係 内線 2293 47－1892 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１１ 月 ２６ 日 庁議提出案件           資料No.３  
●内 容 【 3.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              地域振興部長 青木 繁幸  内線３５００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  令和７年度１％まちづくり事業の募集及び１％まちづくり会議の委員募集について 

 

 

【 目 的 】 

１％まちづくり事業は、市民の参画と協働のまちづくりを実践するもので、市民の自発的

なまちづくり活動を支援し、地域コミュニティの活性化を目的としています。 

令和７年度の事業について、地域・各種団体から広く募集を行います。また、１％まちづ

くり会議第１０期委員の任期が今年度末で終了するため、第１１期委員の募集を行うもので

す。 

 

【 概 要 】 

１ 令和７年度１％まちづくり事業の募集について 

（１）募集期間 第１次募集  令和７年１月１５日(水)～２月２１日(金） 

※４月以降は１２月まで毎月募集を行います 

（２）対象事業 地域を活性化させる事業、地域内の交流が図られる事業など 

 （３）周知方法 広報おおた、市ホームページ及びSNSに掲載予定 

 

２ １％まちづくり会議の委員募集について 

（１）任  期 令和７年４月～令和９年３月末日 

（２）活動内容  １％まちづくり事業の審査・検証、運営方法の審議など 

（３）対  象  市内に在住する１８歳以上の人（市職員を除く） 

（４）募集人数  公募委員、団体推薦委員合わせて１５人以内 

※応募者多数の場合は抽選により決定します 

（５）募集期間 令和７年１月１５日（水）～２月２１日（金） 

（６）応募方法 所定の応募用紙又はインターネット応募フォームによる応募 

（７）周知方法 広報おおた、市ホームページ及びSNSに掲載予定 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 地域振興部 地域総務課 地域コミュニティ係（内線 ３６１１） 

  ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ ４７―１９２３ 



１１月２６日 庁議提出案件 資料No.４
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 吉田 道宏 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和６年度 太田市社会福祉大会開催について

【 目 的 】

多年にわたり社会福祉の発展に功績のあった方々を表彰し、感謝の意を表するため、

開催いたします。

【 概 要 】

１.日 時 令和７年１月２２日（水）午後２時００分～午後４時１５分

２.場 所 太田市民会館 ホール

３.主 催 太田市・太田市社会福祉協議会

４.内 容 第１部 講演 河野景子氏（フリーアナウンサー／エッセイスト）

第２部 式典 表彰状及び感謝状の贈呈

５.参加者 来賓、被表彰者、社会福祉団体及び社会福祉施設関係者、ボランティア関係者

教育関係者、保健医療関係者、社会福祉行政関係者、共同募金関係者等

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 太田市社会福祉協議会 企画総務係 ４６－６２０８



１１月２６日 庁議提出案件 資料No.5
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

福祉こども部長 氏名 吉田 道宏 内線（TEL）２５００

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

太田市養護老人ホーム民営化運営法人の辞退について

【 目 的 】

養護老人ホームが令和７年４月から民営化するにあたり、公募により選定された社会福祉

法人が辞退したことを報告するものです。

【 概 要 】

１．辞退者について

社会福祉法人福寿会 理事長 伊藤 薫

２．辞退理由

民営化移行後に経費削減等の努力を行っても不採算に陥るリスクが高いと判断した

ため。

３．民営化運営法人の選定経過及び今後のスケジュール

令和６年７月 選定委員会を開催し、民営化運営法人を選定

９月 庁議及び健康福祉委員会で民営化運営法人の決定を報告

１０月 民営化運営法人が書面にて辞退の申し出を提出

１１月 辞退を受けて今後の方針を検討し直営での運営を決定

１２月 各業務委託先の仕様検討

令和７年１月～３月 指定管理運営法人から市への事務引継ぎ

３月 各業務委託の入札

４月 直営（一部業務委託）での運営開始

【 備 考 】

＊ 問合せ先 福祉こども部 長寿あんしん課 いきがい推進係 ４７－１８２９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ



１１月 ２６日 庁議提出案件 資料No. ６
●内 容 【 3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

農政部長 氏名 清水 純一 （TEL）0276-20-9714

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

地域計画（地域農業経営基盤強化促進計画）の策定について

【 目 的 】

令和５年４月１日に施行された農業経営基盤強化促進法の一部改正により、地域計画の策定

が義務付けられました。今後高齢化や人口減少の本格化による農業者の減少に伴い、耕作放棄

地が拡大することで、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。本計画の策

定は、地域での話合いにより目指すべき将来の農地利用の姿を明確化することで、本市農業の

維持・発展に繋げるものです。

【 概 要 】

１ 地域計画について

地域計画は農家と農地の現状と将来の意向を収集し、その結果を基に地域の関係者が話し

合いを行うことで、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化するものです。また１０年後に

目指すべき農地利用の姿である目標地図も併せて作成します。

（１）計画策定エリア

市街化区域等を除いた全農地

（２）策定の経過

令和５年 ４月～ ５月 モデル地区２地区で農業者および農地所有者へアンケート

を実施

７月～ ９月 モデル地区２地区で協議の場（座談会）を３回ずつ開催

８月～１１月 市内全域（モデル地区以外）で農業者および農地所有者へ

アンケートを実施

令和６年 １月～１１月 市内１３地区（モデル地区以外）で協議の場（座談会）を

２回ずつ開催

（３）今後の予定

令和６年 １２月 ６日 都市産業委員会協議会へ報告

１２月１５日 広報おおたへ地域計画策定について掲載予定

令和７年 １月 地域計画（案）の関係者への意見聴取

２月 地域計画（案）の公告（縦覧２週間）

３月 地域計画策定公告



２ その他 地域計画策定後は、地域計画区域内の土地において、「農用地区域からの除

外（農振除外）」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画区域から除

外する必要があります。

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 農政部 農業政策課 農政係 0276-20-9714



１１月２６日 庁議提出案件 資料No. ７
●内 容 【  3.連絡事項 】

○公 開 【 1.可 】

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】

消防本部 消防長 竹内 富雄 TEL 33-0200

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

【 表 題 】

令和７年太田市消防出初め式について

【 目 的 】

市民の安全安心の確保のため、年頭にあたり、消防職団員の士気の高揚及び職務遂行への

決意を新たにするとともに、女性防火クラブの火災予防の確認と併せて市民に消防思想の普

及を図ることを目的とします。

【 概 要 】

１ 日 時 令和７年１月１８日（土）午前９時３０分より

２ 場 所 太田市民会館（ホール）※屋内開催

３ 参 加 者 消防職員、消防団員、女性防火クラブ員

特別参加：太田鳶伝統文化保存会

合計５００名程度

４ 行事内容 （１）市長式辞

（２）表彰

（３）来賓祝辞

（４）消防長訓示

（５）新年決意表明

（６）消防職員意見発表

（７）太田市消防団ラッパ隊演奏

（８）特別演技 太田鳶伝統文化保存会「木遣り」

５ 招 待 者 国会議員、県知事、県議会議員、市議会議員、区長、関係団体の長、他

【 備 考 】

＊ 問い合わせ先 消防本部 消防総務課 総務係 電話 33-0200


